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Ⅰ. はじめに
１. 研究の背景
今日､ 小・中学校における子どもの問題行動や
児童虐待等への対応において､ 他職種・他機関と
の連携や協働が求められている｡ このような背景
のもと､ 2008年度から文部科学省はスクールソー
シャルワーカー活用事業を開始し､ 2019年度で10
年が経過した｡ スクールソーシャルワーク (以下､
SSWとする) の目的は､ 学校を基盤にして福祉
的なアプローチによって子どもたちの生活の質を
高めることにある｡ 文部科学省は､ SSWを ｢問
題を抱えた児童生徒に対し､ 当該児童生徒が置か
れた環境へ働き掛けたり､ 関係機関等とのネット
ワークを活用したりするなど､ 多様な支援方法を
用いて､ 課題解決への対応を図っていくこと｣
(文部科学省2008) としている｡ また､ SSWを実
践するスクールソーシャルワーカー (以下､ SS
Werとする) は､ 子どもたちの人格を尊重し､ 子
どもたち一人ひとりのニーズに応じたサポートを

することで､ 子どもたちの可能性を発揮できるよ
うに支援を行う｡ 筆者はSSWerとして実践活動
をする中で様々な困難に直面してきた｡ その中で
専門職としてSSWerが確立していないこと､ さ
らに認知度の低さなどが活動に大きく影響してい
ると考えている｡
SSWerの配置のされ方は､ 大きく ｢配置型｣

と ｢派遣型｣ に分かれる｡ ｢配置型｣ とは一定期
間決められた１つの学校にSSWerが配置され､
継続的に全児童を対象に必要に応じて支援をおこ
なう形である｡ 一方 ｢派遣型｣ は､ 教育委員会や
福祉事務所など学校以外の機関にSSWerが配置
され､ 学校の依頼に応じて関係機関を訪問し､ ケー
ス会議等を行い問題の所在を明らかにして､ 支援
していく形である｡ 2015年の日本学校ソーシャル
ワーク学会の調査によると､ 全国におけるSSWe
rの配置類型は､ 全国的に ｢派遣型｣ が多く､ ｢配
置型｣ が多い地域は四国の42.3％､ 続いて九州・
沖縄が37.2％となっていた｡ いずれもメリットと
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デメリットがある｡ そこで筆者は､ SSWerのそ
れぞれの配置類型の活動内容を明らかにし､ SS
Wの効果的な支援について検討したいと考えた｡

２. 研究の目的
本研究の目的は､ 派遣型SSWerの活動内容を

明らかにすることである｡ つまり､ 派遣型SSWe
rが行う援助のプロセスと､ 支援の実態を明らか
にすることである｡
これまでの先行研究において､ 配置型SSWer

と派遣型SSWerのそれぞれの特徴やメリット・
デメリットは明らかにされている (久能2013,山
下2013)｡ しかし､ SSWの具体的な事例に対する
研究成果は､ 筆者の知る限り配置型SSWerの立
場から取り組まれたものであり (高良2008,西野
2009)､ 派遣型SSWerに関する研究はほとんど見
当たらない｡ また､ 山野ら (2014) は､ 配置形態
の違いによる効果的プログラム要素の実施状況と
その効果について検証しており､ その中で ｢派遣
型は問題に焦点化して対応するため､ 効果に繋が
りやすい｣1) としている｡ しかし､ それらは学校
組織や教育委員会等へのアプローチ別プログラム
の実施状況を調査したものであり､ 必ずしもソー
シャルワークのプロセスに沿ったものではない｡
そこで､ 本研究ではソーシャルワークのプロセス
に沿って派遣型SSWerがどのように援助を行っ
ているか､ 援助のプロセスを明らかにしたい｡ ま
た､ 可能な限り具体的なケースの動きを交えて実
態を明らかにし､ 派遣型SSWerのあり方につい
て考察する｡

Ⅱ. 研究方法
本研究では､ 研究方法として定性的 (質的) 研
究方法を用いた｡ 調査方法と分析方法､ 倫理的配
慮は以下の通りである｡

１. 調査方法と分析方法
本研究はインタビューガイドを作成し､ それに
基づきSSWer経験者でかつ現任のSSWer３名に
対し半構造化インタビューをA県､ B県において
計３回行った (表１)｡ インタビュー期間は2015
年６月～８月である｡ １回のインタビュー時間は
約65分であった｡ インタビューでは派遣型SSWe
rとして今まで扱った問題・事例について､ 具体
的な支援内容も含めて可能な範囲で話していただ
いた｡
主な質問項目は､ SSWerとして実際どのよう

な活動をしているか､ また扱った事例についての
動きである｡ なお､ インタビューは､ 調査協力者
の了解を得たうえでICレコーダーを用いて録音
し､ その音声データを基に逐語記録を作成してい
る｡ 逐語記録の文字数は28,999字だった｡ 分析方
法は定性的 (質的) コーディングで､ 本研究では

逐語記録を分析対象とした｡ まず､ インタビュー
で得られたデータ (逐語記録) から意味内容ごと
に ｢コード｣ を割り出し､ 次に一般化を図るため
に ｢コード｣ 間の関係性を比較検討しながら ｢カ
テゴリ｣ を生成した｡ そして､ ｢カテゴリ｣ を
｢説明図式 (理論)｣ へと統合した｡ この手続きを
何度か繰り返し行い､ 検討した｡

表１ 調査協力者の属性

２. 倫理的配慮
本研究を行うにあたり､ 調査協力者に対してイ
ンタビューに関する説明書と同意書を提示した上
で口頭説明を行い､ 話したくないことは話さなく
て良いこと､ インタビューはいつでも中止できる
ことを前提に書面にて調査協力の同意を得た｡ ま
た個人が特定されるデータについては匿名化し､
研究データは厳重に管理した｡ なお､ 本研究は､
前任校の研究倫理審査委員会及び島根大学人間科
学部における ｢人を対象とする研究倫理審査委員
会｣ の承認 (承認番号：180406/７) を得て実施
している｡

Ⅲ. 研究結果と考察
１. 研究結果
分析の結果､ 派遣型SSWerの活動の構造は､

学校に対する≪黒子として動くケース会議とコン
サルテーションの実施≫2) を中心に､ ≪子どもに
関する客観的な情報収集≫と≪教育委員会との協
働に基づいた他機関連携≫を同時に行っているこ
とが明らかとなった｡

(１) 黒子として動くケース会議とコンサルテー
ションの実施
≪黒子として動くケース会議とコンサルテーショ
ンの実施≫は､ ケースの依頼を受けて､ SSWer
がケースの選別を行い､ 教師へのコンサルテーショ
ンを実施するか､ あるいは校内でケース会議を行
うかに大別される｡ いずれにおいても､ SSWer
は黒子としての役割を果たすものであり､ 子ども
や保護者に対しての直接支援は行っていなかった｡
≪黒子として動くケース会議とコンサルテーショ
ンの実施≫は､【ケース依頼】3)【前さばき】【ケー
ス会議】【限定されたソーシャルワーク】【コン
サルテーション】【黒子として動く】の６つのカ
テゴリから構成されている｡ 表２は､ 理論生成の
根拠となった ｢カテゴリ､ コード､ データの一覧
表｣ である｡
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氏名 性別 年齢 主な所属 経験年数

A氏 女性 50代 教育委員会 5年

B氏 女性 30代 教育委員会 8年

C氏 男性 50代 教育委員会 5年
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① ケース依頼
【ケース依頼】とは､ 学校等から市教育委員会へ
SSWerの派遣依頼が入り､ それをSSWerが受け
ることである｡ この【ケース依頼】は､ [小・中
学校からケースの依頼を受ける]4) [子ども支援セ
ンターから依頼を受ける] [派遣依頼が来たら行
く] の３つのコードから生成された｡ [小・中学
校からケースの依頼を受ける] は､ SSWerが小・
中学校からケースの依頼を受けることである｡
[子ども支援センターから依頼を受ける] は､ 子
ども支援センターから市教育委員会へSSWerの
派遣依頼があった場合に受けるということである｡
[派遣依頼が来たら行く] は､ 教育委員会からSS
Werの派遣依頼が来れば学校へ出向いて支援を行
うということである｡

② 前さばき
【前さばき】とは､ SSWerが派遣依頼を受けた
後､ 実際の支援に入る前にSSWerが行う準備の
ことである｡ この【前さばき】は､ [前さばきを

する] [事前打ち合わせをする] の２つのコード
から生成された｡ [前さばきをする] は､ ケース
会議等の前に依頼があった学校へSSWerが ｢市
教委と一緒に行き｣､ 準備や打ち合わせを行うこ
とであり､ ｢1時間くらいで済ませる｣ ものである｡
その際､ ｢コーディネーターの先生にケース会議
の記録を依頼する｣ こともある｡
[事前打ち合わせをする] は､ SSWerが学校へ

｢ケース会議の前に１回打ち合わせに行き｣､ ｢学
校側にケース会議の参加メンバーを依頼する｣ こ
とから､ 予め ｢担任の先生に 『SSWerは味方で
ある』 や 『SSWerはきちんと繋がれる外部の信
頼できる人だ』 ということを伝える｣ こともある｡

③ ケース会議
【ケース会議】とは､ SSWerが校内で先生たち
とケース会議を行うことである｡ この【ケース会
議】は､ [ケース会議の実施] [ケース会議の運営]
の２つのコードから生成された｡
[ケース会議の実施] とは､ ケース会議を校内

3

表２ ≪黒子として動くケース会議とコンサルテーションの実施≫のカテゴリ・コード・データの一覧
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で行うことである｡ ｢ケース会議をSSWの活動の
スタートとして行い｣､ また ｢ケース会議を練る｣
ことも含まれる｡ [ケース会議の運営] とは､ 実
際ケース会議を行う上での段取りや方法のことで､
｢ケース会議の主導権を握る｣､ ｢ホワイトボード
を使用して整理する｣｡ その他､ ｢SSWの他の活
動もケース会議中に決定し｣､ ｢次の予定も決める｣｡
｢１日で４つのケース会議を回す｣ あるいはケー
ス会議は ｢45分で裁く｣ ということもある｡

④ 限定されたソーシャルワーク (以下､ 限定さ
れたSWとする)
【限定されたSW】とは､ SSWerの活動をソーシャ
ルワーク過程に照らした場合､ 派遣型SSWerは､
ソーシャルワークの一部の過程しか踏んでいない
ということである｡ この【限定されたSW】は､
[見立てを行う] [プランを立てる] [先生方の合
意形成を図る] の３つのコードから生成された｡
[見立てを行う] とは､ 依頼されたケースにつ

いて見立てを行うことである｡ 具体的には ｢エコ
マップを書き｣ ｢アセスメントシートを活用｣ し
ながらケースの見立てを行うことである｡ [プラ
ンを立てる] は､ ケースのプランニングを行うこ
とで､ ｢先生方と支援目標を確認する｣ ｢SSWer
が見立てに応じたプランを提供する｣ ことである｡
[先生方の合意形成を図る] は､ 支援の方向性に
ついて先生方との合意形成を図ることである｡

⑤ コンサルテーション
【コンサルテーション】とは､ SSWerが教職員
に対してコンサルテーションを実施することであ
る｡ この【コンサルテーション】は､ [コンサル
テーションをする] [先生方の気持ちに寄り添う]
[生徒指導連絡会に参加する] の３つのコードか
ら生成された｡
[コンサルテーションをする] とは､ SSWer

が教職員にコンサルテーションを行うことであり､

｢先生方にコンサルテーションを実施｣ する場合
もあれば､ ｢コンサルテーションに近い形で支援
に入る｣､ あるいは ｢教育センターで助言をする｣
ことが挙げられる｡ [先生方の気持ちに寄り添う]
とは､ SSWerが ｢先生の気持ちを汲み取り｣ ｢寄
り添う｣ ことである｡ [生徒指導連絡会に参加す
る] は､ SSWerがオブザーバーとして ｢小・中
学校の生徒指導連絡会に参加する｣ ｢中学校の生
徒指導連絡会に参加する｣ ことである｡

⑥ 黒子として動く
【黒子として動く】とは､ SSWerはまさに黒子
としてそのケースに関わるという意味である｡ こ
の【黒子として動く】は､ [直接支援はしない]
[子どもの姿を見ない状況でケースを動かす] [黒
子で１年間やっていく] の３つのコードから生成
された｡
[直接支援はしない] とは､ ｢保護者には会わ

ず｣ ｢ 『会ってほしい』 という依頼は受けない｣
という発言のように､ SSWerと保護者､ あるい
は子どもと ｢直接やりとりはしない｣ ということ
である｡ [子どもの姿を見ない状況でケースを動
かす] は､ つまり間接支援に徹することである｡
[黒子で１年間やっていく] は､ SSWerは ｢黒子
でやっていく｣ ことである｡

(２) 子どもに関する客観的な情報収集
≪子どもに関する客観的な情報収集≫は､ ケー
スの依頼を受けて支援をすることになったケース
について､ SSWerがアセスメントを実施するた
めに行う情報収集のことである｡
≪子どもに関する客観的な情報収集≫は､ 【子
どもの観察】【ケースに関する情報収集】の２つ
のカテゴリから構成されている｡ 表３は､ 理論生
成の根拠となった ｢カテゴリ､ コード､ データの
一覧表｣ である｡
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表３ ≪子どもに関する客観的な情報収集≫カテゴリ・コード・データの一覧
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① 子どもの観察
【子どもの観察】とは､ 依頼を受けたケースの対
象児童について､ SSWerが学校内で観察を行う
ことである｡ 【子どもの観察】は､ [行動観察を
する] [観察をする] の２つのコードから生成さ
れた｡
[行動観察をする] とは､ SSWerが対象児童

の行動を教室や学校内で観察することである｡
[観察をする｣ は､ 子どもの行動に限らず､ 子ど
もを全体的にSSWerが観察するということであ
る｡

② ケースに関する情報収集
【ケースに関する情報収集】とは､ SSWerが依
頼を受けたケースに関する情報を学校内外で見聞
きしながら､ 情報収集をすることである｡ 【ケー
スに関する情報収集】は､ [情報収集をする] [要
録を見る] の２つのコードから生成された｡ [情
報収集をする] とは､ SSWerが自ら動いてケー
スに関する情報収集を行うことである｡ 具体的に
は ｢学校に話を聞きに行く｣ あるいは ｢対象児童

の何を見て欲しいのかを学校に聞く｣､ つまり対
象児童及びケースの情報を広く収集することであ
る｡ [要録を見る] は､ SSWerが実際小学校へ足
を運んで要覧を見ることであり､ ｢中学校の場合､
小学校の要録を見に行く｣ ｢小学校１年生の要録
から見る｣ ことである｡

(３) 教育委員会との協働に基づいた他機関連携
≪教育委員会との協働に基づいた他機関連携≫
については､ まず､ 派遣型SSWerの全支援プロ
セスにおいて市教育委員会との協働がベースとな
るものである｡ その上で､ 実際支援することとなっ
たケースについて､ 他機関との連携が必要となる
場合は､ その程度に応じて他機関訪問や連携ケー
ス会議等を行っていた｡ ≪教育委員会との協働に
基づいた他機関連携≫は､ 【他機関との連携】【連
携ケース会議の実施】【市教育委員会との連携・
協働】の３つのカテゴリから構成されている｡ 表
４は､ 理論生成の根拠となった ｢カテゴリ､ コー
ド､ データの一覧表｣ である｡
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表４ ≪教育委員会との協働に基づいた他機関連携≫カテゴリ・コード・データの一覧
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① 他機関との連携
【他機関との連携】とは､ SSWerが他職種､ 他
機関と連携をすることである｡ この【他機関との
連携】は､ [連携する] [関係機関につなぐ] の２
つのコードから生成された｡ [連携する] は､ SS
Werが他職種や他機関とケースについて連携を図
ることである｡ 逐語データでは ｢民生・児童委員
と連携する｣ ｢児相等へ訪問する｣ と具体例が挙
がっている｡ [関係機関につなぐ] は､ 実際SSW
erが関わったケースについて､ 児童相談所やその
他の関係機関につなぐことである｡ つなぐの意味
は大きく２つある｡ １つは､ 他機関を巻き込みな
がらSSWerが支援を行っていく場合､ もう1つは､
他機関を紹介して､ そちらに支援の中心を担って
もらう､ つまりケースを移管する形である｡ さら
に､ ｢どこかつなげるところがないか必死で探す｣
というSSWerの発言もあった｡

② 連携ケース会議の実施
【連携ケース会議の実施】とは､ 校内ケース会議
とは別で､ 他職種や他機関を巻き込んでのケース
会議を実施するということである｡ この【連携ケー
ス会議の実施】は､ [連携ケース会議をする] [小・
中連携ケース会議をする] の２つのコードから生
成された｡ [連携ケース会議をする] は､ 他職種・
他機関を学校に呼んで校内でケース会議を行うこ
と｡ [小・中連携ケース会議をする] は､ 小・中
学校が連携してケース会議を行うことである｡

③ 市教育委員会との連携・協働
【市教育委員会との連携・協働】とは､ SSWer
と市教育委員会 (担当指導主事) が協働をしてS
SWer活用事業に取り組むということである｡ こ
の【市教育委員会との連携・協働】は､ [市教育
委員会と一緒に動く] [市教育委員会への依頼]
の２つのコードから生成された｡ [市教育委員会
と一緒に動く] は､ SSWerが市教育委員会の指
導主事と一緒に行動することであり､ 具体的には
｢一緒に訪問先へ行く｣ がある｡ [市教育委員会へ
の依頼] は､ SSWerがケースに関することにつ
いて､ 市教育委員会へ様々な協力依頼をすること
である｡ 例えば ｢市教育委員会や校長にケース会
議に出席する人の招集依頼をする｣ ｢情報提供の
依頼をする｣ また､ ｢ケースの見守りを市教育委
員会に依頼する｣ などが具体的に挙がっている｡

２. 考察
(１) 派遣型SSWerの活動内容
派遣型SSWerの活動内容は､ 研究結果で示し

たように､ 学校に対し､ ≪黒子として動くケース
会議とコンサルテーションの実施≫を行っており､
子どもに対しては､ 常に≪子どもに関する客観的
な情報収集≫を行いながら､ ≪教育委員会との協
働に基づいた他機関連携≫を図っていることであっ
た｡ それぞれについて考察を行い､ ３つの関係性
について言及したい｡
派遣型SSWerへの依頼は､ そもそも学校サイ

ドから教育委員会を通じてなされるため､ 支援開
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始前から教育委員会が必然的に関与することにな
る｡ その意味でも派遣型SSWerは､ 教育委員会
との連携・協働がベースにあり､ その上でSSW
実践が展開される｡ 【ケース依頼】を受けた派遣
型SSWerは､ ≪子どもに関する客観的な情報収
集≫と≪黒子として動くケース会議とコンサルテー
ションの実施≫を同時に行う｡ 基本的に派遣依頼
は１校につき１ケースずつ来るが､ 稀に複数のケー
ス依頼が同時に来ることもある｡ その場合､ ケー
スの選別という作業が１つ入ることになる｡ その
後の動きは､ 【ケース会議】と【コンサルテーショ
ン】に大別される｡
SSWerは､ 情報共有も含めて依頼を受けたケー
スについて､ 校内において関係者を集めた【ケー
ス会議】を開催する方向で進めていく｡ ケース会
議を進める場合､ SSWerはケース会議の前に
【前さばき】を実施する｡ 【前さばき】を行うこ
とにより､ ケース会議がスムーズに進み有意義な
ものとなる｡ 特に派遣型の場合､ ｢ケース会議が
一発勝負みたいなところがある｣ ため､ SSWer
は十分な準備をして臨む必要があると言える｡ ケー
ス会議では､ アセスメントを先生方と一緒に行い､
役割分担に基づく具体的な支援目標を決定 (プラ
ンニング) し､ 期間を定めて支援に取り組む｡ そ
して､ 次のケース会議日を設定し､ モニタリング
等を行うことになる｡
しかし､ ケース依頼をしてきた学校側の考え方
や姿勢により､ ケース会議が開催できない場合も
ある｡ その場合､ SSWerは教師に対してコンサ
ルテーションを行う｡ コンサルテーションの中で
アセスメントを行うこともあるが､ 予めSSWer
がいったんアセスメントを行い､ それに基づきコ
ンサルテーションをする場合が一般的である｡ コ
ンサルテーションでは､ 教師とSSWerとの間で
一定の支援方針・方向性が決定される｡ その後に
ついては､ ケース会議を実施した時と同じように
期間を定めて様子を見ることになるが､ 派遣型の
場合､ モニタリングを含め､ 継続的に支援するか
どうかは､ 学校側に委ねられている感がある｡ も
ちろん､ SSWerからの働きかけが不可欠である
ことは言うまでもないが､ 実際のところモニタリ
ングを含めた終結へ向けてのプロセスが曖昧であ
り､ その点で【限定されたSW】が行われている
と言える｡ つまり､ ソーシャルワーク実践とはプ
ロセス・内容が一致しないソーシャルワーク的支
援が行われている｡ また､ 派遣型SSWerは､ 子
どもや保護者に会うこと (直接支援) をしないと
いう点で､ 一貫して黒子として動いていた｡
上記が学校に対するSSWerの活動であるが､

それと同時にケースに関わる子どもについては､
支援期間中常に≪子どもに関する客観的な情報収
集≫を行っている｡【前さばき】はもちろん､【ケー

ス会議】や【コンサルテーション】の根拠となる
ものが≪子どもに関する客観的な情報収集≫とそ
れに基づくアセスメントであるため､ SSWerは
アンテナを張りながら情報収集に努め､ 支援に活
かすことになる｡ そして､ ≪教育委員会との協働
に基づいた他機関連携≫について派遣型SSWer
は､ 教育委員会との連携・協働が活動のベースに
あることは先述したが､ 【他機関との連携】につ
いては､ ケースに関してアセスメント等の結果､
その必要性があると判断される場合､ また､ 校内
だけでは問題解決が難しいと判断される場合､ 他
機関や他職種との連携を進めることになる｡ 連携
の仕方はSSWerが訪問や電話連絡で他機関や他
職種とつながり連携する場合と､ 他機関の関係者
に学校へ来てもらい､ ケース会議 (連携ケース会
議) に参加してもらう場合がある｡
以上､ 派遣型SSWerの動きは､ 学校・子ども・
他機関に対して大きく３つの動きがあり､ それぞ
れが関連し合い､ 相互に働き合うことで派遣型
SSW全体の動き・活動として成り立っている｡
その中でも派遣型SSWerの特徴は､ ≪教育委員
会との協働に基づいた他機関連携≫の【他機関と
の連携】【連携ケース会議を行う】であり､ 配置
型と比較すると他機関と連携する割合が高い｡ そ
の理由は２点考えられる｡ 第一に､ 依頼があった
ケースは以前より学校内で支援対象として何かし
ら取り組まれてきたものの効果が出ない､ あるい
は埒が明かないという理由でSSWerに新たに依
頼が来たもので､ 既に重篤化しているケースであ
ることが多い｡ そうなると校内だけでは解決でき
ず､ 外部機関との連携が必須となる｡ 第二に､
SSWerに依頼をするということから､ 学校側が
はじめから他機関・外部につないでもらうことを
期待して依頼をしている可能性が高いと推察され
る｡

(２) 先行研究との比較
派遣型SSWerの活動内容について､ 長沼 (2016)
は ｢派遣型SSWerの活動の中でケース会議がSSW
業務の中核をなす｣ 5) と述べているが､ 本研究に
おいても業務の中心は【ケース会議】と【コンサ
ルテーション】であった｡ また､ SSWerは黒子
として動いていることから､ 間接支援中心である
ことがわかる (門田2009)｡ さらに教育委員会と
の関係についても､ 山野ら (2014) は ｢『派遣型』
は 『配置型』 に比較して教育委員会担当者への働
きかけが多い｣ 6) と述べているが､ 本研究におい
ても活動のベースに市教育委員会との連携・協働
があることから同様のことが言える｡
しかし､ 本研究においては､ 先行研究結果と異
なる点があった｡ それはアウトリーチについてで
ある｡ 山下 (2013) は､ ｢学校や教師との関係に
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緊張関係があったりする子どものケースなどのよ
うに､ アウトリーチが不可欠な場合は派遣型の方
が向いている｣ 7) と述べるが､ 本研究においてSS
Werは間接支援に徹しており､ 子どもや保護者に
直接関わることはなく､ アウトリーチは行われて
いなかった｡ しかし､ アウトリーチを子どもや保
護者ではなく､ 他機関や他職種に対して行うもの
として捉えれば､ 派遣型SSWerはむしろ積極的
に行っていると言える｡ また､ 配置型SSWerが
扱うケースに比べて､ 派遣型SSWerが扱うケー
スの方が重度であることが多い｡ これは児童虐待
事案において児童相談所の相談対応の割合が配置
型より派遣型の方が高いと示した研究 (奥村2016)
とも重なるところである｡

(３) 結論
本研究では､ 派遣型SSWerが行う援助のプロ

セスと､ 支援の実態から派遣型SSWerの活動内
容を明らかにしてきた｡ その結果､ 派遣型SSWer
の活動の構造は､ 学校に対する≪黒子として動く
ケース会議とコンサルテーションの実施≫を中心
に､ ≪子どもに関する客観的な情報収集≫と≪教
育委員会との協働に基づいた他機関連携≫を同時
に行っていることが明らかとなった｡ また､ 援助
プロセスにおいては【限定されたSW】､ つまり
ソーシャルワーク実践とはプロセス・内容が一致
しないソーシャルワーク的支援が行われているこ
とがわかった｡ 派遣型SSWerの特徴として､ ケー
ス依頼が来た時点で問題が明確化されており取り
組み易さはある｡ しかし､ その問題に特化した単
発的な関わりであるため､ 普段から教職員との関
係性が取りづらいという点や､ SSWerが ｢本来
のソーシャルワークができていない｣ というジレ
ンマを抱えていることも明らかとなった (鶴田
2019)｡ 何よりも子どもの視点に立って考えた場
合､ 直接支援ができない派遣型は､ SSWerが子
どもの声を聴くことはおろか､ 子どもからの発信
は皆無となるため､ 子どもを中心に据えたSSW
の理念と一致しないと言えるのではないだろうか｡
筆者は､ SSWを広める手段として派遣型を活

用し､ 広く周知を図ることは有効であると考える
が､ 子どもの最善の利益を保障していく上で､ や
はり派遣型SSWには限界を感じざるをえない｡

Ⅳ. おわりに
これまでのSSWに関する研究の中で､ 派遣型S

SWerの活動に着眼した調査研究はなされておら
ず､ 本研究において派遣型SSWerの活動の構造
を明らかにできたことには一定の意義があったと
思われる｡ しかし､ ≪黒子として動くケース会議
とコンサルテーションの実施≫の中で明らかとなっ
た【限定されたSW】について､ ソーシャルワー

ク実践とはプロセス・内容が一致しないソーシャ
ルワーク的支援であることがわかったものの､ そ
の中身については明らかにできなかった｡ また､
今回は調査対象者が少なく地域も限定されていた
ため､ 今回の研究結果を派遣型SSWerに一般化
することはできない｡
今後の課題としては､ この研究結果を深化すべ
く､ 【限定されたSW】の中身をより具体化する
ためにさらに調査を実施し､ 定性的データをもと
に実証的に明らかにすること｡ また､ 他の地域で
活躍する派遣型SSWerに追調査を実施し､ さら
にデータを集めることである｡
文部科学省は2019年度までにSSWerを全中学

校区に配置するために､ SSWerを１万人まで増
やそうとしている｡ しかし人材確保ができない地
域もあり､ 単にSSWerを増員すれば良いわけで
はない｡ SSWerをどのように配置するのか､ 地
域の事情を考慮した配置類型が望まれる｡
子どもの最善の利益を保障するSSWの理念に

沿ったSSW実践が展開できるよう､ 今後も配置
のあり方等を検討していく必要がある｡
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